
ホール特別利用のご案内 

～～～大、小ホールの舞台を無料でご利用できます。～～～ 

 

1 利用目的 

（1）島根県内の芸術文化団体及びいわみ芸術劇場の教養教室の登録済利用者が舞

台芸術の練習の場として利用します。 

 

2 利用施設 

（1）大ホールの舞台、客席、楽屋サロン 

（2）小ホールの舞台、客席、楽屋サロン 

 

3 利用期日 

（1）利用希望日の 2 週間前から受け付けます。 

（2）自主公演や他公演への出演等の場合は、その 2 週間前まで受け付けます。 

（3）利用時間帯は祝日、休館日以外の平日の午前と午後とします。 

 

4 利用対象 

（1）県文化団体連合会の加盟団体 

  ※益田市文化協会は県文化団体連合会に加盟しているので、すべての団体が

該当します。 

（2）いわみ芸術劇場の教養教室の登録済利用者 

 

5 利用方法 

（1）利用承認申請書を提出してください。 

（2）申込後に、一般の有料利用申込があった場合は、原則、有料利用者を優先し

ますが、合わせて場所や時間の調整をさせていただきます。 

（3）舞台技術職員は利用開始と終了時以外は対応しません。 

（4）持込器具は事前に届けてください。 

（5）冷暖房は年間運転しません。 

（6）照明は作業灯とします。 

（7）設備器具は以下のものを無料で貸し出します。 

  イス、机、平台、箱馬、開き足、グランドピアノ、上敷ござ、大太鼓、 

コンセント B、作業灯 

 

6 実施期間 

（1）20 年 11 月 21 日から 21 年 3 月 31 日まで試行します。 

（2）21 年度から実施することを、今年度中に検討します。 


